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国 税

10月分源泉所得税の納付    11月 10ロ

所得税予定納税額の減額承認申鯖

11月 ,5日

所得税予定納税額第2期分の納付
`1月

30日

9月決算法人の確定申告 (法人税 消費税等 )

1ヽ月 30日

12月 、3月 6月 決算法人の消費税等の中間

税

税

　

税

税

国

国

　

国

国

申告 (年3回の場合 ) 11月 30日

税

税

国

旧

3月決算法人の中間申告    11月 30日

個人事業者の消費B7等の中間申吉 (年 3回

の場合)

地方税 個人事業税第2期分の納付

1ヽ月 30日

都道府県の条例て定める日
■ヽを考える週間 11月 11日 ～11月 17日

「株主リス トJが豊澤の添付書面に 本年
")月

1日 以降の株式会ネ1の登記の中請では、

今記事項について株主総会決議わt必 要な場合 (例 えば役員変更の登.d)に は、従来の株

主総会議事録に加えて 主要株tの氏名 (卜 所 株式敢等を代々者が」l明 した書類であ

る「株主リストJを添付することにな ,ていますので,「 意が必要です.
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税

務

調

査

の
一

ポ

イ

ン

ト
一

事
業
者
の
法
人
税
　
所
得
税
は
、

納
税
者
自
身
が
管
輌
の
税
務
署

へ
中

告
を
行

い
税
額
を
確
定
さ
せ
、
こ
の

税
額
を
自
ら
納
付
す
る
中
告
納
税
制

度
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

誤

っ
た
中
告
が
あ
る
と
納
税
者
―ＩＵ
に

課
税
の
不
公
平
が
生
じ
る
た
め
、
税

務
謝
杏
に
よ
る
納
税
義
務
の
道
上
な

履
行
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
趣
旨
を
理
解
し
て
　
次
に
＝

げ
る

″
税
務
調
査
ポ
イ
ン
ト
″
の
指

摘
を
受
け
な

い
よ
う
に
適
正
な
申
告

納
税
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

Ｉ
　
主
要
な
税
務
調
査
ポ
イ
ン
ト

事
業
者
を
対
象
と
し
た
税
務
調
査

で
指
摘
さ
れ
る
課
税
漏
れ
の
原
因
は
、

大
き
く

「
売
Ｌ
除
外
」
「
棚
卸
除
外
」

「
経
費
の
仮
よ
」
に
集
約
さ
れ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
．
具
体
的
に
は
、
以

下
の
項
目
が
チ

ェ
ッ
ク
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
が
故
意
に
行
わ
れ

た
も
の
か
ど
う
か
を
判
別
し
、
仮
装

隠
ぺ
い
さ
れ
た
事
実
が
明
ら
か
な
場

合
に
は
、
国
税
逝
則
法
第
六
十
人
条

に
定
め
る
■
加
算
税
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

●
　
現
金
管
理
状
況

現
金
出
納
帳
と
実
際
の
現
金
残
高

が
　
致
し
て
い
る
か
、
ど
ん
ふ
り
勘

定
に
な

っ
て
い
な

い
か
。

税
務
上
、
売
卜
の
計
Ｈ
時
期
は
原

則
と
し
て

「
商
品
を
引
き
渡
し
た
と

き
」
や

「
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
と

き
」
と
な

っ
て
お
り
、
「
入
金
時
」
や

「
請
求
苫
発
行
時
」

で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
点
を
誤
る
と

「
売
１１
計
上

漏
れ
」
で
追
徴
税
徹
が
生
し
ま
す
。

，
　
自
家
消
費
分
の
計
上
漏
れ

自
家
用
に
使
え
る
商
品
を
消
費
し

た
場
合
、
そ
の
分
の
売
上
計
上
が
澪

れ
て
い
な

い
か
。
■
に
飲
食
業
や
工

務
店
等
は
注
意
が
必
要
で
す
。

●
　
樹
卸
計
上
漏
れ

樹
卸
在
庫
を
過
小
に
見
積
も

つ
て

い
な
い
か
。
そ
の
た
め
の
帳
票
類
を

誤

っ
て
い
な

い
か
。

●
・　
帳
票
類
の
整
合
性

見
積
書
、
請
求
書
、
納
品
絆
、
領

収
普
が
す
べ
て
備

つ
て
い
る
か
．
不

自
然
な
Ｈ
付
や
金
額
の
記
載
が
な

い

か
。
自
然
な
流
れ
て
恣
意
的
な
操
作

の
可
能
性
が
チ

エ
ッ
ク
さ
れ
ま
す
。

●
一　
修
潜
費
と
資
本
的
支
出
と
の
区

分多
額
の
修
繕
費
が
計
卜
さ
れ
て
い

る
場
合
、
「
原
状
回
復
」
を
超
え
て
対

象
物

の
価
値
が
増
し
て
い
な

い
か
。

こ
こ
は
、
判
断

の
難
し

い
――ｌｌ
題
で
す
。

●
・　
私
的
費
用
の
経
費
計
上

事
業
と
関
係

の
な

い
、
代
表
と
の

私
的
な
費
用
を
計
Ｌ
し
て
い
な
い
か
。

個
人
的
な
え
出
と
判
断
さ
れ
た
場

合
に
は
、
そ
の
支
―――
が
社
長

へ
の
役

員
賞
与
と
さ
れ
全
額
経
費
に
計
Ｌ
で

き
な
く
な
る
ば
か
り
か
、
社
長

の
役

員
賞
与
に
対
す
る
源
泉
所
得
税
の
徴

収
漏
れ
の
扱

い
と
な
り
、
一
重
課
税

さ
れ
ま
す
．

さ
ら
に
、
交
際
費
と
し
て
消
費
税

の
課
税
仕
入
れ
と
な

つ
て
い
た
も
の

も
、
賞
与
扱

い
に
よ
り
■
人
税
額
控

除
が
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
分
の
消
費

税
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

，
　
代
表
者
に
よ
る
不
正
蓄
財

代
表
者
が
、
本
人
ま
た
は
家
族

の

名
義
で
不
工
な
需
財
を
行

つ
て
い
な

て
受
注
し
、
ど
う
や

っ
て
商
品
や
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
ど
う
や

っ
て
入

金
す
る
か
」
と

い
つ
た
お
金

の
流
れ

は
深
く
質
問
さ
れ
ま
す
。

取
引
の
把
握
漏
れ
が
な

い
よ
う
に

自
主
点
検
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
　
売
上
繰
り
延
べ

ど
ん
ぶ
り
勘
定
が
必
ず
引
き
起
こ

す
も
の
は

「
勘
定
合

っ
て
銭
足
ら
す
」

で
す
。
法
人

の
場
合
、
現
金
不
足
は

役
員
賞

，
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
の
で
要
注
意
で
す
。

，
　
現
金
の
流
れ
と
管
理
状
況

ど

の
よ
う
な
取
引
先
か
ら
ど
の
よ

う
な
方
法
で
受
発
注
し
、
糾
品
、
決

済
し
て
い
る
か
。
■
に

「
ど
う
や

つ

）

在
庫
商
品
で
は
、
期
人

の
在
庫
を

減
ら
せ
ば
そ
の
分
利
益
が
減
る
た
め
、

調
査
時
に
重
要
視
さ
れ
ま
す
。
期
末

一
カ
月
以
内
く
ら

い
に
■
人
れ
た
企

商
品
が
、
ど
う
な

っ
て
い
る
か
を
サ

ン
プ
リ
ン
グ
し
て
追
跡
調
査
す
る
手

法
で
確
認
さ
れ
ま
す
。
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い
か
。
会
社

の
調
査
で
も
不
審
な
ケ

ー
ス
が
あ
る
場
合
は
、
個
人
の
頂
貯

金
ま
で
調
べ
ら
れ
ま
す
。

Ｏ
　
人
件
■
の
管
理
状
況

従
業
員
の
源
泉
徴
収
澪
れ
や
、
架

空

の
人
作
費
計
Ｌ
は
な

い
か
。

特
に
給
料
を
現
金
で
文
給
し
て
い

た
り
、
履
歴
書
を
保
存
し
て
い
な
か

っ
た
り
す
る
と
疑

い
を
持
た
れ
ま
す

の
で
、
し

っ
か
り
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

●
　
消
費
税
の
課
税
仕
入
額

消
費
税

の
課
税
仕
入
額
に
非
課
税

分
が
含
ま
れ
て
い
な

い
か
。

ま
た
、
書
類
の
保
存
が
な

い
場
合

に
も
仕
入
税
額
控
除
が
受
け
ら
れ
な

い
の
で
、
保
存
状
況
も
確
認
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

②
　
消
費
税
の
不
正
還
付

虚
偽

の
中
告
に
よ
り
、
不
正
な
消

費
税

の
遠
付
を
受
け
て
い
な

い
か
。

Ｃ
　
収
入
印
紙
の
未
貼
付

収
入
印
紙
の
貼
り
忘
れ
な
と
に
よ

っ
て
、
印
紙
税

の
米
納
付
は
な

い
か
。

印
紙
税
を
そ
の
課
税
文
書
作
成
時

ま
で
に
納
付
し
な
か

っ
た
場
合
に
は
、

過
怠
税
が
か
か
り
ま
す
。
そ
の
金
類

は
、
原
則
と
し
て
そ
の
納
付
す
べ
き

印
紙
税
額

の
‥
倍

（
最
低
額

一
千

円
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
自
主
的
に
そ
の
不
納
付

（

を
中
し
―――
る
な
と
　
定

の
要
件
を
満

た
せ
ば
、
不
納
付
税
薇
の
　

一
倍
と

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
消
印
を
し
な
か

っ
た
場
合
に
も
、
印
紙
税
額
と
同
額

の
過
怠
税
が
徴
収
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
印
紙
税
は
原
則
、
税
法
上

の
費
用

（損
金
）
と
な
り
ま
す
が
、

選
怠
税
は
費
用
と
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
■
意
が
必
要
で
す
。

Π
　
最
近
０
税
務
■
査
の
傾
向

国
税
庁
で
は
近
年
、
実
地
調
査
に

当
た

つ
て
、
「
海
外
取
引
」
「
消
費
税
」

「
無
所
得
中
キ
」
「
無
中
告
」
の
四
つ

に

つ
い
て
、
重
点
的
に
取
り
組
ん
で

い
る
よ
う
で
す
。

①
　
海
外
取
引
を
通
じ
て
不
正
に
税

逃
れ
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。

②
　
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
不
正
運

付
等
が
な
い
よ
う
に
厳
し
く
管
理

を
す
る
。

Ｃ
　
無
所
得
申
告
に
つ
い
て
は
、
日

査
０
七
日
か
ら
申
告
漏
れ
が
把
握

さ
れ
た
と
い
う
実
績
も
あ
り
、
日

査
対
摯
と
す
る
。

●
　
無
申
告
法
人
に
つ
い
て
は
、
重

点
的
に
取
組
む
。

ま
た
、
電
子
メ
ー
ル
の
や
り
取
り

も
税
務
調
査

の
対
象
と
な

っ
て
い
ま

す
の
で
、
留
意
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

:

ヘ

(注 1, 過去5年内に 無申告力1●税 (更正 決定予知によるものに限る.)又 は重加算税を凛されたことがあるときは 10
●伽 ■ 1平成23年庄税制改正,

6主 2)調査通知以後 更正 決定予知前にされた修正申告にこづく過少申告加草税の

"合
は5●●(※ 3分 は!0%)詢限

後申告等に基づく無申告
"“

税の割合は10%(511万円lめ部分は15%,“ 成28年度穏剣改正l

Ci 3)注 1 注2の改正は 平成
"年

1月 1日 以後になt申告期限が到来するものに適用されます

加算税一覧

名ホ 疇
■軽●●

l●●ホ薔に

"す

0)
不ヨ月 ■●の軽■

●● 不■確 
…

過少申告加算税

彙中告加二税

不

"付
加草税

綱限内申告について
修正中告 受正があっ
た■合

10・.

国 限内申告税腋と50
万円のいずれか多い金
額を越える部分1'

15● ●

正当な理由があう場合
更正を予知 しない

=正
中

告の場合・ '・

不適用

:"瞑後申告 決定が
あった■合

|●

"崚
後中告 決定に

ついて 修正申告
受工があった場合

15●● 正当な電●がある場合
決定申告畑崚から1月 以
内にされた一定の期限後
申告の場合

不適用

〔50万円題の部分]

力 %1' 更正 決定を予知しない修
正申告 期瞑後申告の場合

正当な理由がある場合
法定納翔崚から,月 以内
にされた一定の期限後の

"付
の場合

5%

澤彙徴収税額につい
て 法定納期限後に納
付 "理の告知があっ
たll合

10・ .

不適用

"税
の告知を予知 しなぃ法

定納期瞑後の訥付の●合
5%

菫

"二
税

仮晏 暉べぃがあった
場合

凹 少申書加

“

後 不
訥付加●税に代えて]

35・●
Ⅲ・

[無 申告加●税に代えて]

40%'.・
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0
大きさがA4以下であるときは、大きさに

'関する情報の保存が不要とされました。

3 小規模企業者の特例が創設
―
スキャナ保存要件の一部緩和

平成28年度の税制改正において、いわ

ゆるスキャナ保存の要件について、次の改

正が行われました。これらの改正により

今後、受領 した領収書を社外でスマホやデ

ジカメで読み取ることも可能となります。

1 スキャナについて、「原稿台と一体型

に限る」要件が廃止

これまで、国税関係書類の読み取りを行

うスキャナについては、「原稿台と一体型

に眼るJと いう要件がありましたが、この

要件が廃上されました。

保存義務者は、いわゆる適正事務処理要

件 (0相互けんせい、②定期的なチェック

0再発防止策)に関して 事務手続や規程

を整備し これらに基づいた事務処理を行

う必要がありますが、保存義務者が小規模

企業者の場合で ②の「定期的なチIッ ク」

を税務代理人が行うときは Cの「相互け

んせい」の要件が不要となります。

改正後の要件でスキャナ保存しようとす

る場合には、電子データの保存により書類

の保存に代える日の3か月前までに「申請

書Jを 提出する必要があります。

●
●
●

2 領収書等の受領者等が読み取る場合の

要件を整備

領収書や請求書等の受領者や作成者がス

キャナで読み取る場合 受領後、その者が

署名の上 3日以内にタイムスタンプを付

すことが要件とされました。また、書類の

この改正による申請書の受付は、平成28

年9月 30日 からとなります。なお、既にス

キャナ保存の承認を受けている場合でも、

平成28年 9月 30日 以後に「申請書Jを 提

出して承認を受けない場合、従来の要件で

保存しなければなりません。

従業員等のマイナンバーが
漏えいした場合の罰則

従業員等のマイナンバー (個 人番号)が

記載された給与所得の扶養控除等申告書な

どが漏えいした場合でも、特定個人情報が

漏えいした場合の罰貝1の適用は故意犯を想

定 したものとなっており、意図せずに特定

個人情報が漏えいしたとしても、特定個人

情報を取り扱 う者に対 して直ちに罰則が適

用されることはありません。

また、同様に、従業員に対する監督 教

育を行うなど、事業者が安全管理措置を適

切に講 していれば、意図せずに特定個人情

報が漏えいしたとしても 事業者に対 して

直ちに罰貝Jが適用されることはないとされ

ています。

なお、特定個人情報を取り扱 う者が正当

な理由なく故意にマイナンバー(個人番号)

を含む情報を漏えいさせた場合には、刑事

罰が科されることとなります。

●
●
●

0 人
，

　

４

匠
□
囲
悧
「
過
去
に
遡
っ
て
残
業
代
を
支
払
っ
た
場
合

労
働
基
準
監
督
署
か
ら
の
行
政
指

導
等
に
よ
り
、
過
去
数
年
間
の
実
労

働
時
間
に
基
づ
く
残
業
手
当
と
実
際

に
支
払

っ
た
残
業
手
当
と
の
差
額
を

一
括
し
て
支
払
う
よ
う
な
場
合
、
そ

の
残
業
手
当
は
　
本
来
各
支
給
日
に

支
払
う
べ
き
残
業
手
当
が

一
括
し
て

支
払
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
た

め
、
本
来
の
残
業
手
当
が
支
払
わ
れ

る
べ
き
で
あ
っ
た
各
支
給
日
の
属
す

る
年
分
の
給
与
所
得
と
し
て
課
税
さ

れ
ま
す
。

な
お
、
給
与
規
程
等
の
改
訂
が
過

去
に
遡

っ
て
実
施
さ
れ
た
た
め
　
残

業
手
当
の
差
額
が

一
括
支
給
さ
れ
る

よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
に
つ

い
て
支
給
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と

き
は
そ
の
支
給
日
、
支
給
日
が
定
め

ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
そ
の
改
訂
の

効
力
が
生
し
た
日
の
属
す
る
年
が
課

税
年
と
な
り
ま
す
。

11月 号 ―


